
訓

令

甲

教
育
委
員
会
訓
令
甲

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

訓

令

甲

教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
重
要
シ
ス
テ
ム
危
機
管
理
等
連
絡
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
訓

令

甲

〇
教
育
委
員
会
訓
令
甲

〇
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
六
号

知

事

部

局

教

育

庁

警

察

本

部

大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程

����
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
十
七

号
����
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

号

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
警
察
本
部
長

幡

野

徹

別
表
第
二
中
「
健
康
政
策
・
感
染
症
対
策
課
健
康
増
進
室
長
」
を
「
県
民
健
康
増
進
課
長
」
に
、
「
工
業

工
業

振
興
課
長

振
興
課
新
産
業
振
興
室
長
」
を
「
工
業
振
興
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
健
康
政
策
・
感
染
症
対
策
課
健
康
増
進
室
長
」
を
「
県
民
健
康
増
進
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
訓

令

甲

〇
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

知

事

部

局

教

育

庁

大
分
県
重
要
シ
ス
テ
ム
危
機
管
理
等
連
絡
会
設
置
規
程
��	
令
和
四
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一

号

��
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大

分

県

教

育

委

員

会

第
三
条
第
一
項
中
「
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
し
た
委
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
商
工
観
光
労
働
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
長
」
を
「
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総

務
部
電
子
自
治
体
推
進
課
長
」
を
「
生
活
環
境
部
防
災
局
防
災
対
策
企
画
課
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
二
箇
月
」
を
「
三
箇
月
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
商
工
観
光
労
働
部
」
を
「
総
務
部
」
に
改
め
る
。

目

次

令

和

七

年

（ 月 曜 日 ）


�
�
�

号

外

三
二

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
・
訓
令

甲
・
教
育
委
訓
令
甲
）

一



別
表
第
二
中
「
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
課
長
」
を
「
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
課
長
」
に
、
「
生
活
環
境

商
工
観
光

部
防
災
局
危
機
管
理
室
長

労
働
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
長

」
を
「
生
活
環
境
部
防
災
局
危
機
管
理
室
長
」
に
、
「
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改

革
室
長
」
を
「
教
育
庁
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二


